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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

　

 
１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第63期

第１四半期
累計期間

第64期
第１四半期
累計期間

第63期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 20,559 21,908 87,917

経常利益 (百万円) 911 872 4,445

四半期(当期)純利益 (百万円) 549 531 2,677

持分法を適用した場合の
投資利益

(百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) 5,368 5,368 5,368

発行済株式総数 (株) 15,943,000 15,943,000 15,943,000

純資産額 (百万円) 55,430 58,012 58,038

総資産額 (百万円) 67,468 71,353 72,888

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 34.92 33.77 170.13

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 45.00

自己資本比率 (％) 82.2 81.3 79.6
 

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」

については記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、重要な関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

 

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

　

 
１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期における我が国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動で足元がやや落ち込んだもの

の、政府の経済政策や日銀の金融政策などの効果により円高の是正や株高が続き、景気は緩やかながらも回復基調

で推移いたしました。

当社を取り巻く機械器具関連業界においては、「産業競争力強化法」に基づく「生産性向上設備投資促進税制」

や「中小企業投資促進税制」等の政府の支援策が企業の設備投資に与える影響が限定的なものとなったこともあ

り、弱含みで推移いたしましたが、設備投資計画の実行や海外経済の持ち直しなどから、先行きは回復に向かうも

のと思われます。

このような状況の下、当社においては『未来への転換期 成長戦略に基づいた改革と挑戦』を基本方針として掲

げ、目まぐるしく変化する世の中への対応と、「戦略的情報システムの構築」「経営・営業戦略のグローバル展

開」「継続的な営業支援と新たな事業発掘」など、新しい日伝の創造の基礎を創り上げるべく取り組んでまいりま

した。

具体的には平成26年５月に、当社の経営方針・具体的施策についてお取引先様にご理解・ご協力をいただくた

め、「事業方針説明会」を実施いたしました。また、平成26年６月に東京ビッグサイトで開催された「国際食品工

業展（FOOMA JAPAN）」に、当社子会社「岡崎機械株式会社」と協同で初出展したのを皮切りに、同じく６月に開催

されました「機械要素技術展」にも出展いたしました。

営業基盤の強化につきましては、国内では６月に、手狭になっておりました富山営業所を移転いたしました。ま

た、海外におきましてはタイ国に二番目となる100％独資の新会社NICHIDEN Trading（Thailand）Co.,Ltd.を開設

し、海外拠点の充実を図っております。

この結果、当第１四半期におきましては、売上高219億８百万円（前年同期比6.6％増）、営業利益８億５百万円

（前年同期比6.7％減）、経常利益８億７千２百万円（前年同期比4.3％減）となり、四半期純利益につきまして

は、５億３千１百万円（前年同期比3.3％減）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ15億３千５百万円減少し、713億５千３百万円となりまし

た。流動資産は、前事業年度末に比べ24億７千万円減少し、523億２千９百万円となりました。これは、現金及び預

金が25億５千３百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べ９億３千５百万円増加し、190億２千４百万円となりました。これは、有形固定

資産が６億１百万円増加したこと等によるものであります。

当第１四半期末における負債合計は、前事業年度末に比べ15億９百万円減少し、133億４千１百万円となりまし

た。流動負債は、前事業年度末に比べ15億５百万円減少し、98億９千２百万円となりました。これは、支払手形及

び買掛金が５億８千３百万円減少、未払法人税等が10億３千５百万円減少したこと等によるものであります。

純資産合計は、その他有価証券評価差額金が１億６千２百万円増加したものの、利益剰余金が１億８千７百万円

減少したこと等により前事業年度末に比べ２千５百万円減少し、580億１千２百万円となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(5) 主要な設備

当第１四半期累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社日伝(E02745)

四半期報告書

 4/14



第３ 【提出会社の状況】

　

 
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 63,000,000

計 63,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 15,943,000 15,943,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株で
あります。

計 15,943,000 15,943,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年６月30日 ― 15,943,000 ― 5,368 ― 6,283
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成26年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 205,800
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

15,734,900
157,349 ―

単元未満株式
普通株式

2,300
― ―

発行済株式総数 15,943,000 ― ―

総株主の議決権 ― 157,349 ―
 

(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式54株が含まれております。

２　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(平成26年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

② 【自己株式等】

  平成26年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社日伝

大阪市中央区上本町西
一丁目２番16号

205,800 ― 205,800 1.29

計 ― 205,800 ― 205,800 1.29
 

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

　

 
１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成26年４月１日から平成26年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであり、会社間項目消去後の

数値により算出しております。

     資産基準            1.9 ％

     売上高基準          3.6 ％

     利益基準            3.5 ％

     利益剰余金基準      0.8 ％
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 26,260 23,707

  受取手形及び売掛金 ※  20,947 ※  20,968

  電子記録債権 2,391 2,592

  商品 4,639 4,721

  その他 582 346

  貸倒引当金 △23 △8

  流動資産合計 54,799 52,329

 固定資産   

  有形固定資産 10,942 11,544

  無形固定資産 141 132

  投資その他の資産   

   その他 7,008 7,350

   貸倒引当金 △2 △2

   投資その他の資産合計 7,005 7,347

  固定資産合計 18,089 19,024

 資産合計 72,888 71,353

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 9,006 8,422

  賞与引当金 480 269

  その他 1,911 1,200

  流動負債合計 11,398 9,892

 固定負債   

  退職給付引当金 703 639

  その他 2,748 2,809

  固定負債合計 3,452 3,448

 負債合計 14,850 13,341

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,368 5,368

  資本剰余金 7,283 7,283

  利益剰余金 44,269 44,081

  自己株式 △560 △560

  株主資本合計 56,359 56,172

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,678 1,840

  繰延ヘッジ損益 0 △0

  評価・換算差額等合計 1,678 1,840

 純資産合計 58,038 58,012

負債純資産合計 72,888 71,353
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(2) 【四半期損益計算書】

 【第１四半期累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 20,559 21,908

売上原価 17,674 18,829

売上総利益 2,884 3,079

販売費及び一般管理費 2,021 2,273

営業利益 863 805

営業外収益   

 受取配当金 35 40

 仕入割引 76 80

 その他 20 34

 営業外収益合計 132 155

営業外費用   

 支払利息 18 17

 売上割引 59 62

 その他 6 8

 営業外費用合計 84 88

経常利益 911 872

特別利益   

 投資有価証券売却益 0 -

 特別利益合計 0 -

特別損失   

 固定資産処分損 0 0

 特別損失合計 0 0

税引前四半期純利益 911 872

法人税、住民税及び事業税 243 170

法人税等調整額 118 170

法人税等合計 361 340

四半期純利益 549 531
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て当第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を割引率

決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支給

見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお

ります。

この結果、当第１四半期会計期間の期首の退職給付引当金が16百万円増加し、繰越利益剰余金が10百万円減少し

ております。なお、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。

 

(四半期貸借対照表関係)

※　 受取手形裏書譲渡高

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

受取手形裏書譲渡高 5,594百万円 5,615百万円
 

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

減価償却費 96百万円 107百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月21日
定時株主総会

普通株式 629 40.00 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月20日
定時株主総会

普通株式 708 45.00 平成26年３月31日 平成26年６月23日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 

(金融商品関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(持分法損益等)

当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるた

め、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)

　　【セグメント情報】

　Ⅰ 前第１四半期累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)

当社の事業は、動力伝導機器、産業機器、制御機器等の機械設備及び機械器具関連商品の販売の単一事業であり

ます。従いまして、開示対象となるセグメントがないため記載を省略しております。

 

　Ⅱ 当第１四半期累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日)

当社の事業は、動力伝導機器、産業機器、制御機器等の機械設備及び機械器具関連商品の販売の単一事業であり

ます。従いまして、開示対象となるセグメントがないため記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日)

 １株当たり四半期純利益金額 34円92銭 33円77銭

 (算定上の基礎)   

 四半期純利益金額(百万円) 549 531

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

 普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 549 531

 普通株式の期中平均株式数(千株) 15,737 15,737
 

 (注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社日伝(E02745)

四半期報告書

13/14



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月11日

株式会社　日　伝

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人
 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   小　　　川　　　佳　　　男   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   和　田　林　　　一　　　毅　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社日伝の

平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第64期事業年度の第１四半期会計期間(平成26年４月１日から平成26年６

月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日伝の平成26年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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